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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成26年４月１日に提出した第15期（自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日）有価証券報告書の記載事項

の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであ

ります。

　

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

第１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移

（１）連結経営指標等

第４　提出会社の状況

１　株式等の状況

（２）新株予約権等の状況

 
３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　　線で示しております。
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第一部 【企業情報】

 
第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

（１）連結経営指標等

（訂正前）

回次 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期

決算年月 平成21年12月 平成22年12月 平成23年12月 平成24年12月 平成25年12月

（省略）

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △380,658 △855,678 △14,260,280 △185,487 －

（省略）
 

（注）省略

 

（訂正後）

回次 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期

決算年月 平成21年12月 平成22年12月 平成23年12月 平成24年12月 平成25年12月

（省略）

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △380,658 △855,678 △1,426,280 △185,487 －

（省略）
 

（注）省略
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

（２）【新株予約権等の状況】

　②　会社法に基づき発行した新株予約権

（訂正前）

（平成20年３月26日定時株主総会決議）

 
事業年度末現在

（平成25年12月31日）
提出日の前月末現在
（平成26年３月31日）

新株予約権の数（個） 80 80

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 8,000 8,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 349 同左

新株予約権の行使期間
平成22年４月25日から
平成30年４月24日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 349
資本組入額 175
 

同左

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３ 同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －
 

(注)１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただ
し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数に
ついてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。

　      調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率

２．新株予約権行使時に払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式１株当たり
の払込金額（以下、「払込価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とします。なお、発行日以降、以下
の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整します。

(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し調整の結果生じる１円未

満の端数は、これを切り上げます。

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
1

分割・併合の比率
 

(2) 当社が調整前発行価額を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除

く。）を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げま
す。

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整前発行価額

既発行株式数＋新規発行による増加株式数
 

(3) 当社が合併又は会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、

合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
３．当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 権利行使時において権利を付与された者は、当社の取締役又は従業員であること、あるいは当社と顧問契

約を締結していることを要する。ただし、任期満了による退任、死亡による退任又は退職の場合、その他
の正当な理由があり、当社取締役会の承認を得た場合にはこの限りではない。また、権利行使期間中に死
亡により地位を喪失した取締役又は従業員については、その相続人が権利行使することができる。

(2) 権利を付与された者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることができない。

(3) その他の条件につきましては、当社と付与対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めてお

ります。
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４．平成25年２月28日の取締役会決議により平成25年７月１日を効力発生日として、当社株式を１株につき100株
の割合で分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の
払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整さ
れております。

 
（平成25年５月10日取締役会決議）

 
事業年度末現在

（平成25年12月31日）
提出日の前月末現在
（平成26年３月31日）

新株予約権の数（個） 17,198 17,198

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,719,800 1,719,800

新株予約権の行使時の払込金額（円） 205 同左

新株予約権の行使期間
平成26年２月14日から
平成29年２月13日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 207.47
資本組入額 103.74
 

同左

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、
当社取締役会の決議による承
認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５ 同左
 

(注)１．本新株予約権は、本新株予約権の公正価値に相当する払込金額の払込みにより有償にて発行され、その払込
金額は本新株予約権を引き受ける者にとって特に有利な金額でないことから、株主総会の承認を得ることな
く、平成25年５月10日付の取締役会決議に基づき発行しております。そして、本新株予約権の発行と引換え
に払込まれた金銭は、本新株予約権１個あたり金247円であります。

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただ
し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数に
ついてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。

          調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率

３．新株予約権行使時に払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式１株当たり
の払込金額（以下、「払込価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とします。なお、発行日以降、以下
の事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整します。

(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し調整の結果生じる１円未

満の端数は、これを切り上げます。

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
1

分割・併合の比率
 

(2) 当社が調整前発行価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分（新株予約権の行使により新株式

を発行する場合及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。）を行う場合
は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整前発行価額

既発行株式数＋新規発行による増加株式数
 

(3) 当社が合併又は会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、

合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。

      （以下省略）
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（訂正後）

（平成20年３月26日定時株主総会決議）

 
事業年度末現在

（平成25年12月31日）
提出日の前月末現在
（平成26年３月31日）

新株予約権の数（個） 80 80

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 8,000 8,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 349 同左

新株予約権の行使期間
平成22年４月25日から
平成30年４月24日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 349
資本組入額 175
 

同左

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３ 同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －
 

(注)１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただ
し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数に
ついてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。

            調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率

２．新株予約権行使時に払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式１株当たり
の払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とします。なお、発行日以降、以下
の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整します。

(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し調整の結果生じる１円未

満の端数は、これを切り上げます。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率
 

(2) 当社が時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。）を行

う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数
 

(3) 当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、

合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
３．当該ストックオプションに係わる行使の条件、譲渡に関する事項は次のとおりであります。
(1) 権利行使時において権利を付与された者は、当社の取締役又は従業員であること、あるいは当社と顧問契

約を締結していることを要する。ただし、任期満了による退任、死亡による退任又は退職の場合、その他
の正当な理由があり、当社取締役会の承認を得た場合にはこの限りではない。また、権利行使期間中に死
亡により地位を喪失した取締役又は従業員については、その相続人が権利行使することができる。

(2) 権利を付与された者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることができない。

(3) その他の条件につきましては、当社と付与対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めてお

ります。
４．平成25年２月28日の取締役会決議により平成25年７月１日を効力発生日として、当社株式を１株につき100株

の割合で分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の
払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整さ
れております。
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（平成25年５月10日取締役会決議）

 
事業年度末現在

（平成25年12月31日）
提出日の前月末現在
（平成26年３月31日）

新株予約権の数（個） 17,198 17,198

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,719,800 1,719,800

新株予約権の行使時の払込金額（円） 205 同左

新株予約権の行使期間
平成26年２月14日から
平成29年２月13日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 207.47
資本組入額 103.74
 

同左

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、
当社取締役会の決議による承
認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５ 同左
 

(注)１．本新株予約権は、本新株予約権の公正価値に相当する払込金額の払込みにより有償にて発行され、その払込
金額は本新株予約権を引き受ける者にとって特に有利な金額でないことから、株主総会の承認を得ることな
く、平成25年５月10日付の取締役会決議に基づき発行しております。そして、本新株予約権の発行と引換え
に払込まれた金銭は、本新株予約権１個あたり金247円であります。

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただ
し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数に
ついてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。

　　　　　　 調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率

３．新株予約権行使時に払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式１株当たり
の払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とします。なお、発行日以降、以下
の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整します。

(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し調整の結果生じる１円未

満の端数は、これを切り上げます。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
1

分割・併合の比率
 

(2) 当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分（新株予約権の行使により新株式を発行する

場合及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。）を行う場合は、次の算式
により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

新規発行前の１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数
 

(3) 当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、

合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。

      　（以下省略）
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